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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) 事業実施の基本事項 

本プロジェクトは、日本国政府の閣議決定を経て両国政府間で事業実施に係る交換公文（E/N）

が署名され、贈与契約（G/A）が締結された後、日本国政府の無償資金協力の枠組みに従って実

施される。その後、ツバル国政府と日本法人のコンサルタント会社が契約を締結し、施設・機材

の詳細設計が行われる。詳細設計図面及び入札図書の完成後、一定の資格を満たす日本法人企業

を対象とする競争入札が行われ、選定された企業とツバル国政府の間で締結する建設工事・機材

調達契約に従って施設の建設及び機材の調達が行われる。尚、本プロジェクトでは機材調達の占

める割合が小さく、搬入・据付工程が施設建設工程と密接に関係するため、入札は建設工事と機

材調達を一括した形で行うことが望ましい。 

 

(2) 事業実施体制 

ツバル国側実施体制 

本プロジェクト実施に係るツバル国側責任機関は教育・青年・スポーツ省（Ministry of 

Education, Youth and Sports）であり、教育局（Department of Education）が実施機関として事業全

体の調整と推進に当る。日本法人企業との設計監理契約及び建設工事・機材調達契約の締結、銀

行口座開設と支払いに係る諸手続き、ツバル国側負担事項に係る予算措置、必要な許認可の取得

も同局が所管する。一方、ツバル国側負担工事の実施、敷地の準備、その他現地で実施すべき事

項については教育局の指示に基づきモトフォウア校が校長の指揮の下で実務を行う。 

実施機関である教育局は施設建設に知見を有する技術スタッフを擁していないため、事業実

施に係る技術的事項については公共事業局との協力体制を築いて事業推進に当ることが望まし

い。また、ツバル国側負担工事を含む工事実施段階ではバイトゥプ島カウプレとの協力体制構築

が事業の円滑な実施のために不可欠である。尚、本プロジェクトの実施に係る両国政府間交換公

文締結についてはツバル国外務省が所管する。 

国際協力機構 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ツバル国側機関との間で贈与契約を締結し、本プロ

ジェクトが日本の無償資金協力の制度に従って適切に実施されるよう実施監理を行う。 

コンサルタント 

コンサルタントはツバル国側実施機関との間で締結する設計監理契約に従い、本報告書の内

容に基づく施設・機材の詳細設計及び施工・調達監理業務を行う。また入札図書を作成し、施工・

調達会社の選定と建設工事・機材調達契約の締結を支援する。これら業務を効率的に実施するた
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め、コンサルタントは MEYS 及び実施機関である教育局との協力体制を築いて作業を進めるほ

か、施工・調達期間中は必要な監理技術者を現地へ派遣する。 

施工・調達会社 

一般競争入札により選定される日本法人の施工・調達会社は、ツバル国側実施機関との間で

締結する建設工事・機材調達契約に則り、契約図書に従って履行期限内に建設工事、機材調達を

実施する。建設工事の施工及び機材の調達に当っては、施工・調達会社は本プロジェクトの規模

と内容に見合った効率的な施工・調達体制を現地に構築する。 

事業実施体制 

事業実施段階における各機関の関係と事業推進の体制を下図に示す。 

 

図 3-5 プロジェクト実施体制 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 労務事情 

サイトのあるバイトゥプ島には建設会社は無く、少数の熟練工と一般労務のみが調達可能で

ある。首都フナフチを含めても特殊技能工や施工管理の経験を有する技術者は少なく、本プロジ

ェクトでの調達は困難である。施工を請負う本邦企業は必要な技術者・技能工を日本又は第三国

から派遣し、その監督の下で現地の一般作業員を指導しながら施工を進める体制を構築する必要

がある。尚、バイトゥプ島では島役場（カウプレ）が労務者の差配や労働条件の制定を取仕切っ

ており、労務調達に当っては労務単価を含めてカウプレとの調整が必要である。 

(2) 建設用資材の調達事情 

バイトゥプ島で得られる建設用資材は骨材（珊瑚石、砂）のみで、塩害対策を施した上でコ
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ンクリートへの使用が可能である。但し、粗骨材となる珊瑚石は干満によって海岸に漂着したも

のを人力で採取するため、一日に調達できる量が限られている。所定量を調達するために必要な

期間を想定し、余裕を持って調達にかかることが重要である。また、沿岸部はカウプレの管理下

にあるため採取に当ってはカウプレの許可を取得する必要がある。 

その他の資材はすべて輸入調達となる。セメント等の基礎的建材は少量であれば島内又はフ

ナフチの建材サプライヤーからストックを調達することができるが、本プロジェクト規模の建設

資材はすべて首都フナフチ経由での輸入調達となる。調達先はフィジーが最も一般的で、ツバル

（フナフチ）向け定期貨物船を利用して一年を通じて調達可能な体制にある。しかし、フナフチ

～バイトゥプ間の輸送は雨期の間乱れることが多く、可能な限り雨期を避けた調達計画となるよ

う、留意が必要である。 

(3) その他の留意事項 

ツバルの離島は周囲を外洋に囲まれた閉鎖的な環境下にあり、環境面のインパクトに対して

脆弱である。建設工事に伴い発生する廃棄物の処理、細骨材採取に伴う掘削、工事用水としての

井水利用、樹木伐採、掘削土の処理等、環境への負の影響が想定される事項については、島の環

境行政を所管するカウプレの規制と指示に従い、適切な方法で行う必要がある。 

 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

日本の無償資金協力で本プロジェクトを実施するに当り、日本国側とツバル国側の負担工事

区分は以下とする。尚、無償資金協力事業における一般的な分担事項は次章による。 

(1) 日本国側負担工事 

• 施設建設（増築） 

⁃ 一般教室棟 2棟（計 12教室）、学生寮 4棟（男子寮 2棟・女子寮 2棟、合計定員 300人）、

管理棟の建設工事 

⁃ 上記施設に付随する敷地内の給排水･衛生設備、機械設備、電気設備の設置工事 

 
• 施設改修 

⁃ 前回無償資金協力による一般教室棟（8 教室）、特別教室棟（6 教室）、学生寮（男子・女

子各 1棟）、食堂・厨房棟の以下の改修工事 

‧ 軒樋・軒先廻り改修 

‧ 窓・ドアの付け替え 

‧ 電気設備改修（分岐盤・各棟分電盤更新、照明・コンセント設備更新、天井扇設備更

新・新設） 

‧ 排水処理用浸透ピットの新設・盛替え 
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‧ 学生寮の便所・シャワー・洗濯場改修 

‧ 特別教室の室内給排水設備改修 

⁃ 上記施設に付随する敷地内の給排水･衛生、機械設備、電気設備の改修工事 

• 機材調達 

⁃ 教育用機材（一般教科用機材、理科実験用機材、実習用機材）の調達 

⁃ 管理用機材（事務管理用機材、保健室用機材）の調達 

⁃ 増築施設及び既存特別教室で必要な移動家具の調達 

• その他 

⁃ 次項「ツバル国側負担工事」で示す日本側負担部分 
 

(2) ツバル国側負担工事 

• プロジェクト実施に必要な許認可の取得 

• 敷地準備工事 

⁃ 既存構造物撤去（床レベルより上の構造物のみ） 

⁃ 既存樹木等伐採・伐根、整地（増築予定建物周囲約 5ｍの範囲） 
 

• 既存浄化槽等の清掃、汚泥処理 

• 建設期間中の学校運営に必要な仮設施設の整備（OB8撤去に伴い必要となる場合） 

• 増築される建物に対する電力供給の確保 

⁃ 太陽光発電用蓄電池室内にある主分電盤を改造し新規の分岐回路とブレーカーを設置 

⁃ TEC に対する増築施設への新規電力供給の申請、受電 
 

• 工事用仮設施設等の提供 

⁃ 旧 DOE 建物の本邦施工会社への貸与（工事期間中、管理事務所・宿舎として利用するこ

とを想定） 

⁃ 工事用の電力（事務所・宿舎用）及び給水（井水又は雨水）の提供 
 

• 外塀、門塀、グラウンド、駐車場、植栽、舗装等の外構施設の整備（必要な場合） 

• 既存電話設備の拡張、増設（必要な場合） 

• 日本側負担に含まれない家具、備品、什器、教育機材、消耗品等の調達 

上記のうち日本側工事の実施に最低限必要となるツバル国側分担事業の具体的内容、負担区

分、実施時期を次表に示す。 
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表 3-13 相手国側分担事業内容 

 相手国側負担項目 対象建物 日本側分担範囲 実施期限 

1. 環境保護規則に基づく事前通

知、プロジェクト実施許可の取得 
－ 図面等資料の提供 入札手続き開始以前 

2. 既存建物の解体・撤去 OB8（上部構造のみ） ｺﾝｸﾘｰﾄ床ｽﾗﾌﾞ・基礎の

解体（再利用を計画） 
当該エリアの増築工事着

手以前 

3. 建設用地周辺の既存植生の除

去、整地 
EXB1~7  － 当該エリアの増築工事着

手以前 

4. 既存浄化槽・グリストラップの清

掃・汚泥処理 
浄化槽-NB1・NB2 
ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ-NB4・NB5 

ポンプ等必要機材の貸与

又は供与 
当該建物の改修工事開

始以前 

5. 建設期間中の学校運営に必要な

仮設施設の確保 
必要に応じて仮設教室

1~2 室 
－ OB8 解体以前 

6. 旧 DOE 建物の工事用仮設施設

としての使用許可 
旧 DOE 事務所 仮使用に必要な改修、家

具・機材の整備 
現地での施設建設工事

（改修）着手以前 

7. TEC 既存配電盤改修（新規分岐

回路とブレーカーの設置） 
TEC 太陽光発電ｼｽﾃﾑ

蓄電池室 
ﾌﾞﾚｰｶｰ以降の配線 増築工事完了の 2 か月前

8. 増築建物への電力供給の申請 EXB1~7  技術情報の提供 増築工事完了の 2 か月前

 

3-2-4-4 施工監理／調達監理計画 

(1) 施工・調達監理の基本方針 

コンサルタントは日本国の無償資金協力の枠組みと概略設計の主旨を踏まえ、詳細設計から

入札業務、施工及び調達監理、引渡しへと一貫した業務の実施を図る。施工･調達監理に当って

は両国政府機関との緊密な連絡･報告を行い、また施工・調達関係者に対して迅速かつ適切な助

言を行って、契約図書に基づく所定品質の施設･機材を遅滞なく完成させるよう監理を行なう。

特に留意を要する事項は以下の通りである。 

• 現地リソースがほとんど得られず、安定した輸送手段を欠く離島での施工を遅滞なく進める

に当り、資機材の調達・輸送スケジュール管理及び調達地での品質管理がポイントとなる。

常駐監理者と本社スタッフ間に安定した連絡体制を築き、現地と一体となって監理業務を行

う。 

• 本計画では既存施設を使って学校を運営しながら工事を進めることとなる。先方負担工事や

施設の明け渡し、工事を完了した部分の引渡し、生徒の移動等を含む詳細な施工手順を学校

側スタッフを含めて検討、協議・確認し、双方が遅滞なく工事を進めるよう監理する。 

• 改修工事の実施に当っては学校メンテナンス・チーム要員の関連工事への参加を求め、施工

会社の技術者、技能工の指導の下で建物の改修・修繕に関する技術力向上が図れるよう監理

を行う。 

• 医療体制の貧弱な離島での施工であることを踏まえ、安全管理の徹底には最大限の注意を払

う。施工中の事故のみならず、健康管理に十分注意して業務に当る。 
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(2) 施工・調達監理体制 

既存施設の改修を含む建設工事の施工監理業務を適切に実施するため、コンサルタントは日

本人の建築技術者 1名を常駐監理者として施工･調達の全期間にわたりツバル国に派遣し、以下

の業務を行うものとする。 

• 施工計画、工程計画、建設資機材調達計画、家具･機材調達計画、品質管理計画、安全対策等

を検討し、必要に応じて施工･調達業者に対する指導･助言･調整を行う。 

• 施工･調達業者から提出される施工図、製作図、見本品等の内容を確認し、承認を与える。 

• 施工及び調達に係る全体工程と施工現場の進捗を把握し、必要に応じて施工･調達業者を指導

するとともに、定期的に両国関係機関への進捗報告を行う。 

• 施工中の安全確保について施工･調達業者の作成する安全管理計画と現場での安全対策を確

認し、必要に応じて指導･助言を行う。 

• 各工事の品質、出来映え等の検査を行い、施工･調達業者に対する指導･助言を行う。 

• ツバル国側負担事項の実施に係る技術的な調整と進捗状況の確認を行う。 

• 支払い承認や業務完了時の諸手続きの実施を支援する。 

• 調達される機材の仕様、内容、数量を確認し、必要な検査を実施する。 

• 完了時の検査を実施し、施設･機材の引渡しに立ち会って、施工･調達業者の行う操作･保守に

関する指導を確認する。 

本プロジェクトの施工･調達監理に当っては、施設の施工監理業務全般に加え、機材調達に係

る現地調整、ツバル国側関係機関との連絡･調整等、巾広い業務を円滑に行う必要があることか

ら、常駐監理者は建築の専門知識に加えて設備･機材に関する十分な知識を有し、日本の無償資

金協力に精通した人員から選定する。また、離島の不安定な交通事情・通信事情を踏まえて、現

地雇用のスタッフ 1名を連絡要員としてフナフチ本島に置き、関係機関との連絡・調整等、本島

で必要となる種々の業務に関して常駐管理者を補佐させる計画とする。 

更に、日本国内においては総括管理者の下に建築・構造・電気設備・機械設備・機材の各分

野の担当技術者を配して、プロジェクト全体の統括監理、日本国内関係機関との連絡･調整、常

駐監理者に対する支援を行う体制を構築し、日本調達となる資機材の検査等の監理業務を分担す

る。また、工事の進捗に合せて施工監理のポイントとなる時期に専門技術者を短期派遣し、現地

での検査立会いや施工指導を行う計画とする。 

尚、バイトゥプ島ではカウプレ事務所と本プロジェクトの対象であるモトフォウア校の 2 か

所で外部との通信回線（電話・FAX・インターネット）が利用可能であるが、通信速度や回線数

に問題があり、日常的に必要となる現場とコンサルタント本社や関係機関との図面等大容量デー

タの転送を含む通信需要には対応できない。本計画ではサイト事務所に高速データ通信可能な衛

星通信システムを設置し、緊急時の連絡と併せて日常の通信体制を構築する必要がある。 
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3-2-4-5 品質管理計画 

計画施設は鉄筋コンクリート基礎と鉄骨軸組を主体構造とする平屋の施設である。品質管理

においては耐久性等の基本性能に大きな影響を及ぼす構造躯体（鉄筋、鉄骨、コンクリート工事）

及び屋根・外装工事、建物が機能する上で必須となる建築設備（給水設備等）に重点を置いて、

以下に従い管理を行なう計画とする。尚、バイトゥプ島では建設工事に係る各種試験を行う機関

はなく、試験機材を持ちこんでの自主検査とする必要がある。従って試験方法や材料規格等は日

本で用いられる規格・基準を準用することとし、必要に応じてオーストラリアやニュージーラン

ドの基準・規格を参照する。 

• 主要工種の施工に当っては工程、仕様、材料、施工手順、検査方法、要求品質等を記載した

施工要領書を作成し、コンサルタントが確認・承認を行う。 

• 支持地盤について、基礎掘削後に床付け面の地盤が本調査での地盤調査結果と相違がないこ

とを目視にて確認する。 

• 鉄筋は搬入毎にメーカーの製品試験報告書による材料品質の確認を行う。 

• セメントは配合計画時に製造者から提出される材料試験データにより所定品質を確認する。 

• 骨材は現地で採取可能な珊瑚質の粗骨材及び砂を使用する。簡易骨材試験機器を日本から持

込んで粗骨材・細骨材それぞれについて簡易試験（絶乾又は表乾比重、吸水率、粒度）を行

い、材料品質を確認する。 

• コンクリートは試験練による計画調合を行うこととし、練上げ時にスランプ、コンクリート

温度、空気量、塩化物含有量を検査･確認するとともに、打設時（打設 50 ㎥毎かつ打設部位

毎）に 1週及び 4週強度確認用に各 3本のテストピースを採取し、圧縮破壊試験を実施して

強度確認を行う。必要な試験機器は日本から持込み、JIS等日本基準に準拠した方法で試験を

行う。 

• 平均気温が一年を通して 27～28℃となる気象条件を考慮し、コンクリートはすべて暑中コン

クリートとして打設時のコンクリートの温度が 35℃を超えないよう管理する。打設前に骨材

への散水や水温管理等の必要な対策を行うとともに、打設後はシート掛け養生等の表面保護

対策を行う。 

• フレッシュ・コンクリート中の塩化物含有量は防錆対策を行う場合の許容値である 0.6kg/㎥

以下で管理する。防錆対策としては、エポキシ樹脂塗装鉄筋の使用と水洗いによる骨材の塩

分除去を行う。 

• 躯体用コンクリートの圧縮強度は空隙の多い珊瑚質骨材の使用を考慮して設計強度

Fc=18N/mm2とし、3 N/mm2を加えた 21 N/mm2を品質基準強度として管理する。 

• 鉄骨は調達地（日本）の工場で製作図確認～製作・加工～防錆処理・塗装～製品検査までを

一貫して行い、日本基準に準拠した品質管理を行う。 
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• 外装及び屋根工事についてはメーカー仕様・標準施工方法に準ずることを基本に、施工要領

書・施工図において十分な確認を行い、現場では要求精度と取合い部や支持金物等の注意個

所を明確にして入念なチェックを行う。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 建設用資機材 

本プロジェクトではコンクリート骨材を除いてすべての資機材を海上輸送により輸入調達す

る必要がある。調達する資機材は品質、価格、供給体制、メンテナンスの容易さ等を総合的に勘

案して選定するとともに、輸送に係るコスト縮減を目指して調達先と調達時期を可能な限り集約

する。具体的にはツバルとの間に安定した輸送ルートが確立されているフィジーを第三国調達地

とし、日本調達との比較検討を行って最適な調達方法を計画する。主要資機材の品目、仕様、調

達先を次表に示す。 

表 3-14 主要建設資機材調達先 

資材名 現地 
調達 

第三国

調達 
日本

調達

備考 

細骨材（砂） ○   島内各所で採取可能。振い分けの後水洗いして使用。 

粗骨材（砂利） ○   前浜に集積する珊瑚石を採取。振い分けの後水洗いして使用。 

セメント  ○  現地で最も一般的なフィジー製汎用セメント（40kg 袋）を輸入調達。

鉄筋   ○ 塩害対策品（エポキシ樹脂塗装）を採用、価格面で日本調達とする。

鉄骨   ○ 工場加工済みのユニットを日本から輸送。品質管理が容易。 

押出し成型セメント板   ○ 乾式工法の外装材として堅牢で軽量。プレカット品を日本で調達。 

型枠用合板、塗装合板   ○ 価格、品質、安定供給に優れる日本製品を輸入調達。 

木材（構造用・仕上用）  ○  類似環境下で製品化され、反り、捻り等の変形が生じ難い。 

アルミ製建具（扉）   ○ 価格、品質に優れる日本製品を輸入。 

アルミ製建具（窓）  ○  フィジー製ジャロジーを採用。品質、価格とも問題なし。 

ガラス  ○  ジャロジー窓と一括して調達。 

溶融アルミめっき鋼板   ○ 屋根材として防食性・耐久性に実績あり。板材を現地加工する。 

天井材（内部）  ○  調湿性に優れたバンダナス・マットはフィジーから調達。 

木質系ボード   ○ 価格、品質、安定供給に優れる日本製品を輸入調達。 

塗料  ○  メンテナンスを考慮しフィジーで一般に流通する製品を選択。 

電線・配線器具  ○  同上。 

分電盤類  ○  耐塩型プラスティック製（フィジー製）を採用。 

照明器具  ○  耐塩・重耐塩の製品の種類が豊富で価格面でも優位。 

天井扇  ○  同上。 

衛生器具  ○  メンテナンスを考慮しフィジーで一般に流通する製品を選択。 

給排水配管材  ○  同上。 

ポンプ類  ○  同上。 
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(2) 建設機械 

建設サイトの位置するバイトゥプ島では道路補修や住宅建設等の小規模工事に対応する僅か

な建設機械（2 トントラック数台、荷台付きトラクター等）があるのみで、首都フナフチでも

PWDが一定の機械を保有しているが、長期に亘るリースは不可能である。従って本計画では工

事に必要となる最低限の建設機械を日本から輸入調達することとし、輸送コストを考慮して全て

の機械を工事開始段階で一括搬入し、工事期間通期で供用する計画とする。主要建設機械の品目、

仕様、調達先を次表に示す。 

表 3-15 主要建設機械調達先 

機械名（仕様・規格） 現地

調達

第三国

調達

日本

調達

備考 

- ユニックトラック（4ｔ） 
- コンクリートミキサー（ディーゼル式可搬型） 
- エアコンプレッサー・ブレーカー（可搬型） 
- 小型バックホー 
- 発電機（ディーゼル式 15kVA） 

  ○  

- 移動式ラフタークレーン（12ｔ）   ○ 日本にて中古品を調達 

(3) 機材 

本プロジェクトで調達される機材は教育用機材、事務管理用機材及び家具であり、一部を除

き維持管理に特殊な技能を要さない基礎的な内容のものである。ツバル国にはこれら機材を取扱

うサプライヤーは存在せず、教育局で調達を行う場合も全て海外のサプライヤー等に直接発注を

行っている。本計画では輸送コスト縮減の観点から、調達先を日本及び第三国として安定的な輸

送ルートが存在するフィジーの 2カ所に絞り込み、以下の通り調達先を計画する。 

• 保守点検・修理及び消耗品やスペアパーツの補充が継続的に必要となる機材についてはツバ

ル国及び近隣国（フィジー）での代理店等の有無、アフターサービスの体制を確認の上、日

本又は第三国製品を近隣国で調達する。 

• 輸送量のかさむ家具類や大型機材、及び地域特有の仕様が要求される機材（一部工具等）は

近隣国での調達を原則とする。 

• その他機材については品質、価格、供給体制を比較検討して調達先を決定する。 

表 3-16 機材調達先 

機材種別 現地 
調達 

日本 
調達 

第三国

調達

備考 

一般教科用教材  ○ ○  
実験室機材  ○ ○  
実習用機材  ○ ○ 欧米仕様となる木工用手動工具はフィジー調達 
事務管理用機材  ○ ○ アフターサービス体制に留意 
保健室用医療機材  ○ ○  
移動式家具   ○ フィジーにて周辺国製品を含む各種製品が調達可能 
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(4) 輸送計画 

本計画では大部分の資機材調達を海上輸送に頼ることとなる。輸送ルート及び輸送方法はコ

スト、所要時間、安定性・安全性を総合的に検討し、以下の通り計画する。 

• 日本調達資機材の輸送は輸送回数を 2 回程度に絞込み、日本の荷積港からフナフチ港までの

スペースチャーター輸送を計画する。所要日数は約 15～20日である。日本～フナフチ間には

定期船の運航は無く通常はフィジー（スパ港）で積み替えとなるが、スペースチャーター（最

大 1000FT/回）とすればフナフチ寄港が可能である。 

• フィジー調達資機材は月 1～2 回程度運航されている定期船でスパ港からフナフチ港までの

輸送を計画する。このルートでは海が荒れる雨期にも大型船による運航が行われており、安

定した輸送実績がある。 

• フナフチ到着の資機材は荷降し後、保税倉庫に仮置きし、まとめて通関を済ませた後にバイ

トゥプ島まで海上輸送する。 

• フナフチからバイトゥプまでは近隣諸国船籍の上陸用舟艇（ランディング・クラフト）をチ

ャーターし、積荷を数回に分けてピストン輸送する。ランディング・クラフトは喫水が浅く

港に直接接岸できるため、スリップウェイを利用した効率的かつ安全な荷役が可能となる。 

• フナフチ～バイトゥプ間は月 1～2回の頻度でツバル船籍の貨客船 2船が運航しており、予備

的な手段として利用が可能である。但し、バイトゥプ港では直接着岸できずに小型ボートに

よる沖取りとなる他、積荷に関する制約も多い。 

• バイトゥプ港からサイトまでの陸上輸送ルート（未舗装路、約 2km）は通年利用可能であり、

輸送に当って特段の問題はない。 

 

3-2-4-7 ソフトコンポーネント計画 

モトフォウア校における施設の運転・維持管理については専任技能者 6 名（木工・給排水設

備・機械工）のチームが組織されてその任に当っているが、既存施設の維持管理状況を見ると、

必ずしも適切なメンテナンスが実施されている状況にはない。組織体制は整っており、各々の担

当者は能力と利用可能な資源の範囲で日常的メンテナンスを行っているが、技術レベルや計画能

力の不足から、発生した不具合に対して応急処置的な対応を行うに止まっている。本プロジェク

トで建設される施設が適切に維持管理されていくためにはメンテナンス・チームの能力強化が必

要であり、本邦技術者による技術指導は有効と考えられる。しかし担当者の技術力向上は、プロ

ジェクトで行われる実際の改修工事現場での OJT を通じて本邦施工会社の派遣する技術者、技

能工の指導により行うことが効率的・効果的であり、ソフトコンポーネントとしての実施は不要

と判断する。本計画では入札図書の中で本邦施工会社の行う改修工事と維持管理方法に係る技術

指導を規定するとともに、維持管理に要する資機材について一定量のスペアの供与を計画し、将

来の確実な維持管理の実施を図るものとする。 
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3-2-4-8 実施工程 

日本国政府の無償資金協力により本プロジェクトが実施される場合、両国間での交換公文

（E/N）及び贈与契約（G/A）締結後に以下の段階を経て事業が実施される。 

(1) 詳細設計（約 3.5ヶ月） 

コンサルタントはツバル国側実施機関との間で設計監理契約を締結し、本概略設計の内容に

基いて詳細設計図面と入札図書を作成する。詳細設計の着手及び完了時に現地調査によるツバル

国側関係機関との打合せを行い、最終成果品の承認を得て詳細施計業務を完了する。契約から業

務完了までの期間は約 3.5カ月と見込まれる。 

(2) 入札（約 2.5ヶ月） 

ツバル国側実施機関による入札図書承認後、コンサルタントは実施機関を代行して日本にお

いて入札参加資格事前審査（P/Q）を公告により行い、審査基準に適合した日本法人の施工･調

達会社による競争入札を関係者立会いの下で開催する。最低価格を提示した入札者はその入札内

容が適正と評価された場合に落札者となり、ツバル国側実施機関との間で建設工事・機材調達契

約を締結する。P/Qの公告から契約締結までの所要期間は約 2.5ヵ月である。 

(3) 施工・調達（約 12.5ヶ月） 

建設工事・機材調達契約締結後、施工・調達会社は日本国内において施工計画・調達計画の

策定、着工時に必要となる資機材の調達・輸送等の施工準備を開始するとともに、現地に要員を

派遣して工事に着手する。工事は大きく既存施設改修工事と新施設増築工事から成り、学校運営

を行いながら工事を進める必要があることから、改修工事を先行させ、改修を終えた施設を順次

使用しながら増築工事を進める計画とする。増築工事は上部構造を乾式工法（鉄骨造）とするこ

とで可能な限り工期短縮を図る計画であり、現地着工から改修工事完了まで約 3.5カ月、増築工

事に約 9カ月を予定する。その他、施工準備に約 1.5カ月を見込み、増築工事の一部を改修工事

と約 1.5カ月重複して先行させる計画とし、全体工期として 12.5カ月を予定する。 

機材については大部分が改修予定の既存施設で使用される品目であり、増築施設用の家具を

除いて、改修工事完了時に一括して現地に搬入する計画とする。 

尚、雨期に当る 11～3 月の間はサイクロンの来襲も多く、小型船による離島への資機材輸送

は不安定になるため、止むを得ずこの間に輸送を行う場合は、一定の余裕期間を持った輸送計画

とする必要がある。 

以上を取りまとめた事業実施工程を表 3-17に示す。 
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表 3-17 事業実施工程表 

月数

実施設計 現地調査 （計3.5ヵ月）

国内作業（詳細設計）

現地調査

入札 公示・事前審査～見積期間 （計2.5ヵ月）

入札・契約

月数

【施設建設】

施工・調達 工事準備 （計12.5ヵ月）

資機材輸送 資機材輸送

仮設工事

改修工事

基礎工事

鉄骨・屋根工事

土間工事

建具・仕上工事

設備工事

【機材調達】 検査・引渡

製造・調達 製造・調達

輸送・据付 輸送・据付

11 121 2 3 4 5 6

7 8

7 8

1 2 3 4 5 6 13

13

9 10 11 12

9 10

 
 

 

 

3-3 相手国側分担事業の概要 

現地調査において確認された本プロジェクト実施に係るツバル国側負担事項は以下の通りで

ある。 

1) 施設建設のための敷地を用意し、建設の障害となる既存構造物及び樹木等の撤去を行うこと。

但し既存建物は上部構造物のみを撤去するものとする。 

2) 工事期間中の学校運営に必要となる仮設施設を用意すること。 

3) 必要に応じて外塀及び門扉、グラウンド等外構施設の整備を行うこと。 

4) プロジェクトで整備される施設に電力を引込むための分岐回路を主分電盤に設けること。 

5) 必要に応じて既存電話設備の拡張、増設を行うこと。 

6) 改修を計画する施設について、既存浄化槽の汚泥の処理と内部の清掃を行うこと。汚泥の処

理はツバル国及びバイトゥプ島議会の定める環境基準に従って行うこと。 

7) プロジェクトの実施に必要となる許認可を取得すること。また、環境影響評価の適用に関す
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る予備審査等、ツバル国内の環境基準に係る必要な手続きを完了させること。 

8) プロジェクトに従事する日本国民及び第三国要員に対して、ツバル国への入国並びに滞在に

必要な便宜を供与すること。 

9) プロジェクトで調達される資機材及び役務に対してツバル国内で課せられる関税、内国税、

その他課徴金を免除すること。 

10) プロジェクトで調達される資機材の荷揚げ、通関及び国内輸送に係る手続きの円滑な実施を

確保すること。 

11) プロジェクトにより供与された施設及び機材を適切かつ効果的に運営・維持管理するために

必要な予算と人員を確保すること。 

12) 日本側負担に含まれない一般家具、機材、什器、備品の調達を行うこと。 

13) 工事期間中に亘り、未利用となっている既存施設（旧 DOE 事務所）を工事用事務所及び宿

舎として請負者に提供すること。また、工事用の電力及び給水（井水）の仮使用を許可する

こと。 

14) 日本の銀行に対し、銀行取極めに基いて行われる支払い授権書（A/P）発給のアドバイス手

数料及び支払いに係る手数料を支払うこと。 

15) プロジェクトの実施に必要となる費用のうち、日本側負担範囲に含まれないすべての費用を

負担すること。 

16) 上記のうち日本側工事の実施に最低限必要となるツバル国側分担事業の具体的内容は

「3-2-4-3施工区分／調達・据付区分」による。 

ツバル国側負担事項の実施機関となる教育局は前回計画で無償資金協力による学校建設プロ

ジェクトの経験を有しているが、その後人員は一新しており同計画に携わったスタッフは残って

いない。無償資金協力に係る一般的な手続き事項については他の政府機関（首相府や他の無償資

金協力案件実施機関）の助言を得て円滑な実施を図るとともに、具体的な負担工事の実施に当っ

ては PWDや財務担当部局、現地機関（学校、カウプレ）との協力体制を築いて、計画～予算確

保～実施へと遅滞のない進捗を図る必要がある。 

 

 

3-4 プロジェクトの運営･維持管理計画 

(1) 運営計画 

本プロジェクトで増築又は改修される施設・機材の運営・維持管理は、教育局の監督の下で

モトフォウア校が行う。モトフォウア校では現在、校長・副校長の下に教科分野毎に教務主任を

置き、その下に一般教員を配して教務運営を行っている。教員数は校長・副校長を入れて 35人

（2010 年）であるが、資格向上のための海外留学者や他機関への出向者、出産・傷病で長期休
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暇中の教員を含めて計 49 人のポストが認可（Established）されており、当初予算にも人件費が

計上されている。 

本プロジェクト実施に伴う教員枠の増加は計画されておらず、現状及びプロジェクト完了後

の配置状況（教員一人当り生徒数及び受持ち授業時限数：下表）を見ても、認可された教員 49

人全員が計画通り配置されれば量的にはそれ以上の増員の必要はないと判断できる。但し、教科

毎のばらつきがあり、特に 2009年に開設された職業訓練コースは本計画でも拡張の予定である

ことから、多様な実習プログラムの提供に必要な技術系教員の補充・強化が必要と考えられる。

認可された枠内で技術系教員の増員が行われることが望ましい。 

表 3-18 教員配置状況の比較 

教員数 生徒数 クラス数 生徒/教員 教員 1 人当り授業時限数（1 時限=40 分）

現状（2010 年） 35 人 493 人 19 14.1 24.3 （4.9 時限/日） 

計画（2013 年） 49 人 624 人 22 13.0 19.1 （3.8 時限/日） 

日本の公立校（2009 年） - - - 14.0 18.8*  

* 1 時限 40 分に換算 
 

また、同校には教員以外に学校運営と施設の維持管理に係る支援スタッフ（下表）が配され

ている。支援スタッフについても、本プロジェクトでは新たな配置や増員を必要とするような施

設拡張は計画されておらず、現在の陣容で学校運営を行うことが可能である。 

表 3-19 モトフォウア校支援スタッフ 

区分 人数 備考 

事務長 1 財務担当 

事務職員 4 事務（記録担当）、事務/タイピスト（機材担当）、図書室司書（2） 

厨房関係 15 料理長（1）、料理長補（1）、料理人（6、2 交替制）、給仕係（6、2 交替制）、倉庫管理

メンテナンス・チーム 6 大工(2), 配管工(3), 電気/機械工(1) 

寮父・寮母 8 男子寮/女子寮各 4、交替制 

その他 5 警備（2、夜間のみ・2 交替制）、雑役（2）、運転手（1） 

合計 39 
 

(2) 維持管理計画 

維持管理体制 

施設・機材の日常的な維持管理は学校長の指揮の下で教員及び支援スタッフが行う。そのう

ち給排水・電気等の建築設備の運転・維持管理や建物、家具等のメンテナンスは常傭の技能スタ

ッフで構成するメンテナンス・チームが行う。メンテナンス・チームの陣容及び担当業務は表

3-20 のようになっている。電気設備については専任技術者は居らず、機械工が兼任で日常の運

転とメンテナンスを行っている。修理や改修に当っては島に駐在する TEC 技術者が全面的に支

援する体制となっており、日常の保守・修理等の対応は可能である。 
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本計画では同チームスタッフを改修工事に参画させ、実際の業務を通じた技術力強化を図る

とともに、適切なメンテナンスが確実に行われるよう、一定量のメンテナンス用資材をストック

として供与する計画とする。 

表 3-20 メンテナンス・チーム活動内容 

区分 職務分担 活動内容 

配管工 1 給排水設備の維持管理 給排水設備全般の監視・点検と故障等の問題が発生した場合の軽微な修

繕、改修を行う。 配管工 2 同上 

配管工 3 給水設備の運転管理 利用状況に応じて高架水槽への揚水等の運転を手動で行う。 

大工 1 学校建物の維持管理 教員住居を含む学校施設の建屋、家具の不具合について軽微な修繕、改

修を行う。 大工 2 同上 

機械工 車輛、機械類、電気設備

の維持管理 
学校が保有する機械類（車輛、草刈り機、ポンプ、発電機等）及び電気設

備の日常整備と、不具合が発生した場合の軽微な修繕、改修を行う。 
 

機材については、教育機材の場合は各教科の教務主任、事務管理用機材については校長が指

名する管理責任者が管理する。付属品やスペアパーツ、消耗品が必要となった場合は機材担当の

事務員を通して教育局へ申請し、教育局を通して調達を行う。本計画では保守・修理に専門的な

技能を要する機材は原則として除外したが、一部の事務機器や木工用機械等で専門的な修理を要

する場合はフナフチ又はフィジーから技術者を呼んで対応することとなる。 

維持管理方法 

本計画施設は高度なシステムや複雑な仕様を極力排してメンテナンスの容易な設計としてい

るが、建物を長期にわたって良好な状態に維持するためには、メンテナンス・チーム担当者を中

心とした日常的な清掃・点検の実施と磨耗･破損･老朽化による不具合に対する早期の対応が必要

となる。 

• 定期清掃：教室・学生寮については教員の指導の下で生徒が毎日の清掃を実施する。また、

管理部門は事務職員が清掃を行うほか、週末には校内全域を分割して寮室単位のグループに

割り振り、一斉清掃を行う。 

• 施設の経常的な修繕：定期的な点検と清掃を励行し、適正な日常管理がなされれば引渡し後

数年間の補修･修繕の必要はない。それ以降は塗装部の補修･塗替え（1 回/10 年程度）、建具

の点検･調整（1回/年程度）等の定期的な補修が必要となる。特に鉄骨部の錆、損傷、変形等

の不具合については早期の対処が必要なため、補修用資材を常備して発見次第補修を行う体

制とする。 

• 建築設備の維持管理：建築設備については、故障修理や部品交換に至る前の日常的な運転管

理と定期的な点検が重要である。本計画施設では現地で広く利用されている設備が大部分で

複雑なシステムは含まれないが、竣工時に引渡される維持管理マニュアルに従って、技能ス

タッフが定期点検、簡易な補修･修理や部品交換等の日常管理を確実に行う体制とする。 

• 外構施設の維持管理：建物周囲の日常的な清掃の他に年 2回程桝の点検･清掃を行うとともに、
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浄化槽については年 1回の清掃・汚泥除去を行うものとする。 

• 機材の維持管理：機材は付属マニュアル等に従って整備・点検を行い、また消耗品やスペア

パーツの補充を行う。各機材を管理する部署ではインベントリーや保守管理記録を作成し、

計画的な維持管理を行う必要がある。 

尚、メンテナンスで使用する資機材については、フナフチにストックのある一部の基礎的建

材を除いて、調達に最低 1ヵ月程度の期間を要する。一定頻度で交換が必要な部品や消耗品、一

般的なメンテナンスに必要となるガラスや塗料等の資材については、一定量をサイトに常備し、

使用状況に応じて計画的に補充を行うこととして、発生した問題に対して早期の対処ができる体

制を構築することが肝要である。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

先に述べた日本とツバル国との負担区分に基く双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件

によれば次の通り見積られる。 

(1) 日本側負担経費   

施工・調達業者契約認証まで非公表とする。  

(2) ツバル国側負担経費 

表 3-21 ツバル国側負担経費 

概略事業費  約 4.16 百万円

項目 概算費用（AU$） （百万円） 
既存建物解体・撤去費 11,527 0.97
既存樹木伐採・整地費 13,295 1.12
仮設教室整備費 6,923 0.58
浄化槽等清掃費 6,473 0.55
主分電盤改修費 3,000 0.25
銀行取極め・支払い等に係る銀行手数料 8,200 0.69
合計 49,382 4.16

  

(3) 積算条件 

1) 積算時点  ：平成 22年 6月 

2) 為替交換レート ：1 AU$ （現地通貨）=84.21円、1USD=92.12円、1FJD=48.37円 

3) 施工・調達期間 ：詳細設計、工事・機材調達の期間は施工工程に示した通り。 

4) その他  ：積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 
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3-5-2 運営･維持管理費 

本計画施設の運営･維持管理に必要とされる費用についての試算を以下に示す。 

(1) 人件費 

本プロジェクトの実施に伴い教員及び支援スタッフの増員の必要は発生しない。教員につい

ては現在認可されている 49名（校長を含む）が教職に復帰し、計画通りに配置されることが前

程であるが、予算は認可数に従って当初予算に計上されており、新たに増額の必要はない。 

(2) 施設運転経費 

施設・設備の運転に必要な経費につき以下の通り試算を行う。 

• 給水費：給水は雨水及び敷地内井戸の井水を利用する計画であり、本プロジェクト実施に伴

う経費の増加はない。 

• 通信費：電話等通信設備は必要に応じて先方負担にて整備を行う計画であるため、本項での

試算は行わない。 

• 電力料金：学校施設としての通常の利用を想定して施設の運転に最小限必要となる電力料金

を試算する。算定は以下の条件で行うこととし、算定結果を次表に示す。 

⁃ 年間稼働日数は 40週（第一学期・第二学期各 13週、第三学期 14週）280日とし、管理部

門は準備期間として 20日を加えた 300日の施設利用を見込む。 

⁃ 1日当りの施設使用時間は以下のとおり設定する。 

‧ 教室・管理施設：平日は授業時間（7時間：8：00-15：00）に課外活動や補習・予習の

ための時間として 3時間を加えた 10時間、休日は後者のみ 3時間とする。 

‧ 学生寮：起床～消灯（5：30-21：30）までの 16時間のうち教室使用時間（平日 10時間）

を除いた 6時間とする。 

‧ 食堂・厨房：調理、食事、片付けにかかる時間として各食 2時間、計 6時間とする。 

⁃ 負荷別の 1日当りの使用時間は以下の通り設定する。 

‧ 常時運転が必要な負荷（空調機・冷蔵庫）は運営期間中を通して 24時間稼働とする。 

‧ 電灯・天井扇は自然採光・通風を最大限活用する計画とし、平均で施設使用時間の 50％

の使用を見込む。 

⁃ 本プロジェクト対象外で継続使用とする施設の負荷容量は、増築・改修対象建物の負荷容

量の 20%と想定する。 

試算の結果（表 3-22）、本プロジェクト実施後に必要となる年間電力料金は 2010年の当初予

算額（21,000AU$）の約 2.2倍となる。 
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表 3-22 電力料金試算 

コード No. 施設種別 1 日当り消費電

力量(kWh/日)
年間消費電力量

(kWh/年) 
算定条件 

EXB-1/2 
NB-3/4 

一般・特別教室 平日：110.0 
休日： 33.0 

24,640 年間稼働日数 
 280 日 ：教室/学生寮/食堂・厨房

  うち平日 200 日-休日 80 日 
 300 日 ：管理部門 
  うち平日 215 日-休日 85 日 
需要率 
 コンセント回路：0.05 
 空調機/冷蔵庫：1.00 
 その他（電灯/天井扇等）：0.60 
電力料金 
政府施設向け：55￠/kWh 

EXB-7 管理部門 平日：20.0 
休日： 6.0 

4,810 

EXB-3/4/5/6 
NB-1/2 

学生寮 69.0 19,320 

NB-5 食堂・厨房 8.4 2,352 

（EXB-7、NB-5） 空調機・冷蔵庫 84.0 25,200 

NB-6/7/8 
OB-1/9/10 他 

計画対象外施

設 
30.6 8,568 

合計 
 

 平日：322.0 
休日：231.0 

84,890 年間電力料金：46,690 AU$ 

 

(3) 維持管理費 

1) 施設維持管理費 

本プロジェクトで整備される施設・設備の維持管理に必要となる費用は次表の通り試算され

る。この維持管理費は外壁や内外鉄部･木部塗装の部分補修、仕上材の部分補修、屋根などの一

部補修、破損金物の交換、照明器具のバルブ取替え、設備部品の一部交換、設備機器の故障修理、

破損家具の部材交換などの経常的な維持管理に充てられるもので、長期的に必要となる大規模修

繕のための費用は別途MEYSの管理する投資予算にて賄われる必要がある。 

表 3-23 施設維持管理費試算 

対象施設 施設維持管理費 年間費用（AU$） 

種別 床面積合計 ㎡ 建築維持管理費 設備維持管理費 家具維持管理費 合計 

増築施設 3,000.72 5,101 3,901 2,101 11,103
改修施設 3,535.10 6,010 4,596 2,475 13,081

その他施設 * 2,537.66 4,314 3,299 1,776 9,389

合計 9,073.48 15,425 11,796 6,352 33,573

* プロジェクト実施後も継続使用を計画する既存施設 6 棟 

* 日本における建築物維持管理費データを参考に、本計画の施設内容・仕様から判断される経常的な施設維持管

理費を以下と想定した。 
- 建築維持管理費： 建築直接工事費 ｘ 0.2%= 1.7 AU$/㎡ 
- 設備維持管理費： 設備直接工事費 ｘ 1.2%= 1.3 AU$/㎡ 
- 家具維持管理費： 家具直接工事費 ｘ 1.5%= 0.7AU$/㎡ 

2) 機材維持管理費 

機材は基礎的な教育用機材が主体で、過半の品目は通常の使用条件下では特段の維持管理費

を必要としない。消耗品や定期的な部品交換を必要とする機材について必要な維持管理費を表

3-24に試算する。 
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表 3-24 機材維持管理費試算 

コード No. 機材名 数量 消耗品等 年間 
使用量 

単価 
AU$ 

合計金額

AU$ 
SCI-04 排水処理装置 1 ろ紙 2 包（各 100 枚） 11.52 23.04
SCI-05 落下体加速実験装置 1 閃光管（キセノンランプ） 1 3.68 3.68
SCI-06 落下管/真空落下実験器 1 真空ポンプ用オイル 1 48.69 48.69
SCI-09 水波投影槽 1 150W ランプ 2 6.23 12.46
SCI-13 ソノメーター/一弦琴 1 弦 2 束（各 6 本） 19.00 38.00
SCI-17 水槽用機材セット 1 30W 蛍光管 1 4.04 4.04
SCI-18 三球儀 1 光源ランプ 2 4.99 9.98
WW-01 電動丸鋸 2 丸鋸刃 5 59.38 296.90
WW-02 木工用ベルトグラインダー 1 ベルト 5 118.75 593.75
WW-03 自動一面かんな盤 1 替刃 5 43.94 219.70
FNT-01 ホワイトボード 2 マーカー/イレーサー 30 7.13 213.90
ADM-03 パーソナルコンピュータセット 1 トナーカートリッジ/用紙 5 134.97 674.86
合計      2,139.00

 

(4) 運営･維持管理費の集計 

上記試算結果をまとめると（表 3-25）、本プロジェクトの実施により年間運営･維持管理費は

2010年度当初予算額と比較して約 31.4千 AU$（約 264万円）の増額が必要となる。これはモト

フォウア校運営予算全体の 2.1％、人件費及び食糧費を除いた分の 19.9%に相当する。 

モトフォウア校運営予算はMEYS予算の 24.5%（2010年）を占めて増加傾向にあり、当初予

算では 2007～2010年の間で年平均 8.5%の増となっている（表 2-4参照）。MEYS では教育分野

のMTEF（中期財政枠組み）策定を通して基礎教育に係る人件費以外の経常予算の着実な増加を

図る方針を示しており、本計画で必要となる経費については十分負担可能と判断される。 

表 3-25 年間運営･維持管理費試算結果（AU$） 

  項目 モトフォウア校 
運営予算 

計画実施に伴い必要となる 
運営・維持管理費 

増加額の 
負担率 

   2010 年度 
（当初予算） 

年間経費試算額 年間経費増加額 
対 2010 年予算 

対 2010 年予算 

   [A]  [B] [C]=[B]-[A] [C]/[A] 

物品・サービス費 490,200 - 25,690 5.2% 

（うち食料費以外） (90,200)  (28.5%) 

  電力料金 21,000 46,690 25,690 122.3% 

維持管理費 37,500 - 5,712 15.2% 

  施設維持管理費 30,000 33,573 3,573 11.9% 

 機材維持管理費 5,000 2,139 2,139* 42.8% 

モトフォウア校運営予算合計 1,493,446 31,402 2.1% 

（うち人件費以外） (557,450)  (5.6%) 

（うち人件費/食糧費以外） (157,450)  (19.9%) 

 * 機材維持管理費は本計画で供与する機材に必要な消耗品補充等に要する費用として算定しており、算出額は現
在の経費からの純増となる。 
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3-6 協力対象事業実施に当っての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項は以下の通りであ

る。 

(1) 建設予定地の敷地整備 

新たに建設される施設（男子寮・女子寮・一般教室棟・管理棟）についてはツバル側負担に

よる建設予定区域の樹木及び既存構造物の除去、整地が必要である。尚、ツバル側負担軽減のた

め、撤去が必要な既存建物は旧一般・特別教室棟（OB8）の上部構造のみとしたが、OB8 の解

体・撤去により 4クラス分の教室が失われるため、撤去は当該区域での建設工事が開始される直

前に行うこととし、それまでに OB8 を使用しているクラスを移転・収容するための仮設教室の

整備を行う必要がある。 

(2) 改修工事のための既存施設の明渡し 

本プロジェクトでは通常の学校運営を行いながら既存施設の改修を進める必要がある。改修

工事はできるだけ学校側の授業運営に支障が無いよう順次行い、完工した施設から部分引渡しを

行う計画である。モトフォウア校側では日本側関係者（コンサルタント及び施工業者）と施工工

程に関する詳細協議を行い、それに基づいて工事中の学校運営計画を策定して、対象施設が遅滞

なく明渡せるよう準備する必要がある。 

(3) 円滑な無税通関の実施 

本プロジェクトでは大部分の資機材、建設機械を国外（フィジー及び日本を予定）から輸入

調達する。特に日本からの調達は輸送コスト低減のために二回程度に集約して行う計画であり、

輸送の遅れが直接工事の遅れにつながる。国外からの積荷は一旦フナフチで陸揚げし、保税倉庫

に仮置きして免税・通関手続きを済ませた後に、積替えを行ってサイトへ輸送することになるが、

無税通関の手続きや荷役作業の遅れはチャーター船による国内輸送スケジュールに影響し、無駄

な費用の発生にもつながる。海運局・財務局等の関連機関と十分な事前調整を行い、緊密な協力

体制の下で円滑な無税通関と港湾荷役の実施を図る必要がある。 

(4) 銀行取極めに基づく支払い授権書 

ツバル国政府は両国間の交換公文（E/N）署名後に日本の銀行と銀行取極め（B/A）を締結し、

それに基づき、コンサルタント契約及び施工・調達契約締結後、速やかに支払授権書（A/P）を

発行する必要がある。支払授権書の発行に必要となるアドバイス手数料及び各支払に係る手数料

はツバル国側負担であり、MEYS は財務当局に対して予め予算措置を行い、遅滞なく支払がで

きるよう準備しておく必要がある。支払の遅延は工事進捗に直接的な影響を与える可能性があり、

十分な留意を要する。 
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第4章  プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの前提条件 

4-1-1 事業実施のための前提条件 

本プロジェクト実施の前提条件としてツバル国側が取組むべき事項は以下のとおりである。 

1) ツバル国政府関連機関との協力体制の確立 

本プロジェクトの実施機関である教育局は人員も限られ、施設建設に係る技術的バックグラ

ウンドを有するスタッフはいない。円滑な事業実施には同局担当者を中心にしつつ、関連する政

府機関（首相府、財務経済開発省、公共事業局、環境局、他）と緊密な協力体制を構築し、必要

な支援を得て事業の推進を図る必要がある。また、サイトが位置するバイトゥプ島とフナフチ間

は連絡・通信手段も限られているため、実施段階ではモトフォウア校校長を中心に、必要に応じ

てバイトゥプ島カウプレ等の協力を得ながら事業推進を図る体制を整える必要がある。 

2) 施設建設に必要な許認可・同意の取得 

施設建設に当っては環境影響評価に係る事前スクリーニングとプロジェクト承認が必要であ

る。実施機関となる教育局は本概略設計に基づき必要な資料を整え、環境局と協議の上でプロジ

ェクト実施に先立って必要な手続きを完了する必要がある。 

3) ツバル側負担事項の遵守 

本プロジェクト実施に当っては、ツバル側負担として合意された事項が遅滞なく、確実に実

施されることが必要である。特に工事開始に先立って必要となる建設用地の準備（既存樹木及び

既存構造物の撤去、整地）や工事中の学校運営に必要な仮設施設の確保等については、事前に予

算を確保し、実施体制（モトフォウア校による直営又は外部業者に委託等）を明確にして円滑な

実施を図ることが重要である。 

 

4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

プロジェクトの効果が発現・持続するための前提条件としてツバル側が取組むべき課題及び、

同じく効果が発現・持続するためのプロジェクト外部条件としては以下が考えられる。 

(1) 相手国側が取組むべき課題 

1) 認可された教職員の確実な配置 

モトフォウア校では現在 49人（校長・副校長を含む）の教員が認可されているが、資格向上
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のための海外留学者や他機関への出向者、出産・傷病で長期休暇中の教員もおり、実際に配置さ

れている教員は 35人である。本プロジェクトの完了後には現在認可されている教員 49名全員が
計画通りモトフォウア校に配置され、新たに整備される施設・機材を有効に利用して質の高い教

育を提供していくことが求められる。また、既に開設されている職業訓練コースは今後の拡充が

予定されており、適切な技術系教員の補充が必要である。 

2) 協力対象以外の既存施設の改修と有効利用 

本プロジェクトでは日本側予算の制約もあり、学校が適切に機能するための必要最小限の施

設の増設･改修を協力対象としている。既存施設については求められる機能に直接影響しない塗

装の劣化や床材の剥離等は改修の対象としておらず、学校側が必要に応じて補修を行う必要があ

る。また、協力対象とならなかった既存施設で継続利用を予定する情報センター、旧チャペル、

カウプレの家、旧実験室棟については、ツバル側にて必要な改修・補修を行うこととなる。特に、

情報センターについては管理部門が新設される管理棟に移転するため、空スペースの有効利用に

ついて学校側で具体的な計画を立案し、それに基づき必要な改修工事を行うこととなる。MEYS
及び教育局にあってはこれら改修に十分な予算を割当てて、計画的に既存施設の修繕を進めるこ

とが求められる。 

3) 継続的・計画的な維持管理の実施 

本プロジェクトで整備する施設が長期間に亘って適切に維持され、有効に使用されていくた

めには、継続的で組織化された維持管理活動を行っていく必要がある。特殊な技術や予算を必要

としない日常的な施設の維持管理は学校自らが行う体制を整えることとし、既に組織されている

メンテナンス・チームの役割の明確化と能力向上を図るとともに、中央レベルでは学校側の必要

に応じた十分な規模の維持管理予算を継続的に確保、支給することが求められる。また、PWD
との協力関係を構築し、学校側スタッフを技術面で支援する体制を整えるとともに、定期的なモ

ニタリングを行って学校の維持管理活動を監督指導する体制の構築が望まれる。 

 

(2) プロジェクト外部条件 

1) 初等・中等教育に係る諸政策の実施 

本プロジェクトの基本枠組みは初等・中等教育分野で教育局が進める諸政策の方向性に基づ

いている。即ち、モトフォウア校進学に当っての試験選抜は継続し、不合格者には各島に整備す

る CTCでの教育機会を提供、併せてモトフォウア校に後期中等レベルの職業訓練コースを設け
て、各人の能力と志向に応じて選択可能な教育システムを構築することが目指されている。本プ

ロジェクトの成果が持続的に発現するためには、こうした方向性に基づき、再設立された CTC
が教育・技能訓練機関として十全に整備され、また後期中等レベルの職業訓練課程のカリキュラ

ムや資格認定制度が十分に整備されて、相互に連携して新たなシステムとして確立されていく必

要がある。 



 

106 

2) 安定した経済・財政運営と MTEFに基づく給与等を除く教育予算の拡充 

ツバル国の経済・財政は過半を国外収入に頼っており、世界経済の停滞や燃料価格の高騰、

援助資金の増減等の外部要因の変化に対して脆弱である。これに対し政府はツバル信託基金の健

全な運用等を通じて安定的な財政運営を図っているほか、国家開発戦略の優先順位に応じた予算

配分の適正化を目指してMTEFの策定を進めている。MTEFは 2011年度から教育・保健分野で
試行される予定で、教育分野については種々の奨学金制度の合理化や学校部門への予算配分の拡

充等の方向性が示されている。本プロジェクトの成果が持続的に維持されるためにはモトフォウ

ア校における施設・機材の活用と維持管理に係る十分な予算が安定的に確保されることが必要で

あり、国家財政の安定と適正化に向けた取組みが成功裏に実施され、将来に亘って教育分野への

予算が適正に配分されていくことが求められる。 

 
 
4-2 プロジェクトの評価 

4-2-1 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下のように認められる。 

プロジェクトの裨益対象 

本プロジェクトの直接的な裨益対象はモトフォウア校に在席する生徒約 600人と教職員約 90
人であるが、唯一の高等学校レベルの公的教育機関の施設環境と就学状況が改善されることで、

広くツバル国民全体に裨益するものである。 

プロジェクト目標と緊急性 

本プロジェクトの目標はツバル国における中等教育の就学環境を改善するとともに、正規の

教育システムから落伍した児童・青年に対する新たな教育・訓練へのアクセスを整備することで

ある。対象校では利用できる施設の不足から仮設教室等の不適切な施設での学校運営を強いられ

ており、緊急な改善が必要である。 

運営・維持管理面での妥当性 

本プロジェクトで整備される施設・機材は高度なシステムや複雑な仕様を極力排し、維持管

理の容易な設計としている。モトフォウア校では日常的な設備の運転と施設の定期的な維持管理

のために専任技能者によるチームが組織され、少ない予算の中で経常的な補修や部品交換等を行

っており、本プロジェクトで供与される施設・機材の運営・維持管理もツバル国側の資金と人材、

技術で行うことが可能である。 

中・長期開発計画の目標達成への貢献 

本プロジェクトはツバル国の国家開発計画である「持続的国家開発戦略 2005-2015」及び教育
分野の上位計画である「教育戦略計画 2006-2010」が重要課題に掲げる施設環境整備の一部とし
て高等学校レベルの教育機関の施設整備を支援するものであり、適切な教育・学習環境の提供を
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通じて上位計画が目標とする「全国民への持続可能な生活のための良質な教育の提供」の達成に

貢献するものである。 

収益性 

本プロジェクトは高等学校レベルの公立教育機関の施設環境整備を行うもので、就学には少

額の学費（年間 150AU$）が必要であるが、寮費を含む運営費は国家予算より拠出されており、
プロジェクト実施に伴う直接の収益は発生しない。 

環境社会面への負の影響 

本プロジェクトは既存校の敷地内で施設の改修と増設を行うもので、一部既存樹木の伐採や

排水処理設備の設置、建設廃材の処分、天然資源（骨材や水）の採取等、環境へ負の影響が想定

される行為を可能な限り少なくするよう計画されている。また、本プロジェクトでは若干の収容

人員増を見込んでいるが、生徒の生活は基本的には校内で完結しており、地域社会への負の影響

は想定されない。 

無償資金協力による実施可能性 

ツバル国でこれまでに実施された無償資金協力の経験から判断して、本プロジェクトは我が

国の無償資金協力の制度により特段の困難なく実施することが可能である。 

日本の技術を用いる必要性・優位性 

本プロジェクトでは資源のほとんど無い離島という特殊条件下でコスト縮減を図りつつ工程

を遵守し、同時に厳しい自然条件に対する耐久性等の品質を確保することが求められる。そのた

めには現場作業をできるだけ少なくし、調達地で加工済み又は工業化された資材を最大限活用す

ることが有効で、島国として多様な塩害対策技術・製品を有し、かつ競争環境や為替レートの影

響もあって品質・価格面で優位にある日本の技術・建設資機材を活用することの有効性は高い。

また、邦人技術者による施工法や管理手法に係る技術移転も期待できることから、本プロジェク

トで日本の技術を用いる優位性は高い。 

 

4-2-2 有効性 

(1) 定量的効果 

本協力対象事業実施により定量的効果が期待されるアウトプットは以下の通りである。 

• モトフォウア校において 12教室が増設されることにより、現在使用を余儀なくされている仮
設 6教室と、老朽化により撤去が勧奨されている 4教室が解消される。これにより、恒久的
仕様による教室一教室当りの生徒数は 55人から 28人に改善される。 

• モトフォウア校において全教室数が 19教室（教育施設として不適切な仮設・老朽教室 10教
室を含む）から 22教室に拡充され、入学者約 150名が第 4学年までの就学を継続できる施設
環境が整備される。これにより試験結果に応じて中途退学となっていた年間約 50人に新たな
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教育（技術職業教育）の機会が与えられ、最終学年への到達率は 76.2%から改善される。 

• モトフォウア校において 300 人収容の学生寮が新たに整備され、324 人収容の既存学生寮が
改修されることで、安全性に問題がある施設や衛生面や機能面で劣悪な状況にある施設での

生活を余儀なくされている生徒の生活環境が改善される。これにより恒久的仕様の施設に収

容される生徒の割合は 50％から 100％に改善される。 

表 4-1 期待される定量的効果 

指標 基準値（2010 年） 目標値（2016 年） 備考 

1 恒久教室当り生徒数 
（の減少） 

55 人/教室 28 人/教室 基準年は 19 教室中 10 教室が仮設・老

朽教室 

最終学年への到達率 
（の向上） 

76.2% 100% 当該年の Form6 生徒数/当該年の 3 年

前の Form3 生徒数で評価 

恒久的仕様の施設で生活
する生徒の割合（の増加） 

50% 100%  

 

(2) 定性的効果 

本協力対象事業実施により定性的効果が期待されるアウトプットは以下の通りである。 

• 全教員を収容可能な管理棟が整備されることで、教員が日常的な執務や会議等を行うための
適切な施設環境が整備され、教員間の密接なコミュニケーションを通じた教務運営の改善と

教育の質の向上が期待される。 

• 故障等により不足していた教育機材が補充整備されることで、カリキュラムに沿った効果的
な授業運営が可能となり、より質の高い教育が提供されることを通じて、生徒の学習成果の

改善が期待される。 
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1. 調査団員・氏名 

1-1 現地調査 I（2010 年 3 月 7 日～3 月 29 日） 

総括  佐々木 十一郎 JICA フィジー事務所 所長 

計画管理 渡部 理子 JICA 人間開発部 基礎教育グループ 
  基礎教育第一課 

業務主任/建築計画/教育計画 大澤 智弘 株式会社マツダコンサルタンツ 

施工・調達計画/積算 西矢 尚人 株式会社マツダコンサルタンツ 

1-2 現地調査 II（2010 年 6 月 6 日～6 月 30 日） 

総括  三村 悟 JICA 東南アジア第一・大洋州部 
  大洋州課 課長 

計画管理 梅宮 直樹 JICA 人間開発部 基礎教育グループ 
  基礎教育第一課 

業務主任/建築計画/教育計画 大澤 智弘 株式会社マツダコンサルタンツ 

建築設計 井口 博之 株式会社マツダコンサルタンツ 

施工・調達計画/積算 西矢 尚人 株式会社マツダコンサルタンツ 

機材調達計画/積算 玉木 智宏 インテムコンサルティング株式会社 

設備計画 1（機械設備） 田村 利夫 株式会社マツダコンサルタンツ 

設備計画 2（電気設備） 苅部 真一 株式会社マツダコンサルタンツ 

1-3 現地調査 III（2011 年 1 月 9 日～1 月 19 日） 

総括  三村 悟 JICA 東南アジア第一・大洋州部 
  大洋州課 課長 

業務主任/施設計画/教育計画 大澤 智弘 株式会社マツダコンサルタンツ 

施工・調達計画/積算 西矢 尚人 株式会社マツダコンサルタンツ 
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2．調査行程 

2-1 現地調査 I 
 

2010 年 官団員 コンサルタント団員 

 日  総括 計画管理 業務主任/建築計画 
/教育計画 

施工・調達計画 
/積算 

1 3 月７ 日   成田→ソウル・仁川、ソウル→ 
2 8 月   →ナンディ、車両にてスバへ移動  

    JICA フィジー事務所表敬・打合せ  
3 9 火 スバ →フナフチ     

    教育・青年・スポーツ省（MEYS）大臣表敬、MEYS 協議   
4 10 水 フナフチ→ヴァイツプへ移動（連絡船） 
5 11 木 モトフォウア中学校（MSS）協議、既存施設・機材調査   

    カウプレ（島役場）表敬・協議、CTC（コミュニティ訓練センター）関連施設等視察 
診療所（草の根）、養殖場（台湾支援）視察 既存施設・機材調査 

6 12 金 MSS 協議   
小学校施設（EU 支援）視察 

    既存施設・機材調査 TEC（ツバル電力公社）・電力施設調査 
7 13 土 サイト状況調査、団内会議・資料整理   

    （荒天のためヴァイツプ島滞在を延長）     
8 14 日 団内会議・資料整理     
9 15. 月 ミニッツ協議 既存設備関係調査 

    サイト状況調査   
10 16 火 ミニッツ署名、サイト状況調査、ヴァイツプ島一般状況調査 

  カウプレ補足調査 
11 17 水 団内会議・資料整理 
12 18. 木 ヴァイツプ→フナフチへ移動（連絡船） 
13 19 金 MEYS 協議（調査日程、質問票回答確認、他） 

    財務省協議、専門家訪問 公共事業局・気象局・TEC 調査 
ラジオ局インタビュー 教育局（DOE）調査 運輸局調査 

14 20 土 類似施設（小学校）・日本援助案件（海水淡水化装置、発電所、太陽光発電システム、 
    プリンセス・マーガレット病院）・島内主要施設（台湾農場、コンポスト工場、ゴミ捨て場）視察 

15 21 日 類似施設（ツバル船員訓練学校）視察、団内会議・資料整理   
16 22 月 類似施設（フェツバル中学校、USP 拡大基礎プログラム、USP 分校）調査 TEC・天然資源環境省・ 

    MEYS 協議 運輸局調査 
17 23 火 フナフチ→スバ DOE 補足調査 フナフチ→スバ 

    スバ→ナンディ移動 統計局資料収集 
18 24 水 ナンディ→ 検疫事務所・運輸局・関税局 建設資材調査 

    ソウル→成田 補足調査、DOE 補足調査 地質調査再委託関連調査 
19 25 木 DOE 最終協議 輸送・調達事情調査 

    MEYS: 教育・青年・スポーツ省 フナフチ→スバ移動 建設資材調査 

20 26 金 DPW: 公共事業局 書類作成 

    EOJ: 在フィジー日本国大使館 JICA フィジー事務所、在フィジー日本大使館報告 

21 27 土 資料整理 
22 28. 日 スバ→ナンディへ移動   
23 29 月 ナンディ→ソウル→成田 
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2-2 現地調査 II 
 

2010 年 官団員 コンサルタント 

 
日 

総括 計画管理 業務主任 建築設計 施工・調達

計画/積算

機材調達 
計画/積算 

設備計画 1/2 
機械/電気 

1 6 月 6 日 成田→ソウル、ソウル→      
2 7 月 →ナンディ 陸路にてスバへ移動      

  JICA フィジー事務所・EOJ 表敬・打合せ     
3 8 火 スバ →フナフチ 成田→ソウル 

  MEYS 表敬・協議 ソウル→    
4 9 水 MEYS 協議（計画内容他）  →ナンディ 陸路にてスバへ移動 

  他案件調査 文書作成 調達関連調査 
5 10 木 ミニッツ署名 スバ →フナフチ 

  他案件調査 フナフチ発 MEYS 表敬

6 11 金 島内視察 ソウル経由 類似・関連施設調査 
  他案件調査 成田着  

7 12 土  団内会議・資料整理   
8 13 日  フナフチ→ヌクフェタウ島（連絡船） 
9 14 月 他案件調査  ヌクフェタウ島内視察 

   ヌクフェタウ→ヴァイツプ（連絡船） 
10 15 火 ﾌﾅﾌﾁ→ｽﾊﾞ  学校協議(ミニッツ説明)､サイト調査 

  →ﾅﾝﾃﾞｨ  (地形測量、地質調査、既存設備調査、機材調査、その他) 
11 16 水 ﾅﾝﾃﾞｨ→ｿｳﾙ  同上 

  →成田   
12 17 木  同上 

  ヴァイツプ→フナフチ（連絡船） 
13 18 金 フナフチ着 

    団内会議、調査結果整理 
14 19 土   類似・関連施設調査 
15 20 日 団内会議・資料整理   
16 21 月 MEYS:  教育局協議（サイト調査結果・施設/機材計画） 電力会社調査 

  教育・青年・スポーツ省 環境局・公共事業局調査 電話会社調査 
17 22 火 DPW:  施設計画案検討  フナフチ→スバ 

  公共事業局 書類作成  積算調査 機材調査 スバ →ナンディ

18 23 水 EOJ: 教育局最終協議（ﾃｸﾆｶﾙ・ﾉｰﾂ署名） 機材調査 ナンディ →ソウル

  在フィジー日本国大使館 各所補足調査  ソウル→成田 
19 24 木 各所補足調査 機材調査  

  フナフチ→スバ   
20 25 金 AusAID 表敬・協議 資材調査 機材調査  

  JICA フィジー事務所報告   
21 26 土 ｽﾊﾞ →ﾅﾝﾃﾞｨ 積算関連調査 ｽﾊﾞ →ﾅﾝﾃﾞｨ  

  家具調査  家具調査  
22 27 日 資料整理  
23 28 月 ﾅﾝﾃﾞｨ→ｿｳﾙ 輸送・調達事情調査 ﾅﾝﾃﾞｨ→ｿｳﾙ  

  →成田 →成田  
24 29 火 積算関連調査   

    スバ →ナンディ   
25 30 水 ナンディ →ソウル   

     ソウル→成田   
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2-3 現地調査 III（概要説明） 
 

2011 年 官団員 コンサルタント団員 

 日  総括 業務主任/建築計画 
/教育計画 

施工・調達計画 
/積算 

1 1 月 9 日 スバ→フナフチ 成田→ソウル・仁川、ソウル→  
2 10 月 他案件業務 →ナンディ、車両にてスバへ移動  

    JICA フィジー事務所表敬・打合せ  
3 11 火 教育・青年・スポーツ省（MEYS）

表敬、協議 
JICA フィジー事務所打合せ   

4 12 水 MEYS ミニッツ協議 建設資材調査 
JICA フィジー事務所打合せ 

5 13 木 MEYS ミニッツ署名 スバ→フナフチ 
    フナフチ→スバ MEYS 概要説明、協議 

6 14 金 MEYS 概要説明、協議 
公共事業局（PWD） 概要説明 
電力公社（TEC） 概要説明、協議 

7 15 土 計画案・書類作成   
8 16 日 計画案・書類作成   
9 17. 月 MEYS テクニカルノート協議、補足調査 

環境局 EIA 関係協議 
10 18 火 MEYS テクニカルノート署名 

教育局補足調査 
  フナフチ→スバ、スバ→ナンディ 

11 19 水 ナンディ→ソウル・仁川、ソウル→成田 
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3. 関係者（面談者）リスト 

ツバル国側関係機関 （現地調査 I、II） 

【Ministry of Education, Youth and Sports  教育･青年・スポーツ省】 

Dr. Falesa Pitoi Minister 大臣 

Ms. Orioliga Iosua Permanent Secretary  次官 

Ms. Katalina P. Taloka Director, Department of Education (DOE) 教育局長 

Ms. Evotia Tofuola Acting Director, DOE 教育局長代理 

Mr. Lapana Ene School Supervisor (TVET Officer), DOE 視学官（TVET 担当者） 

Mr. Kapuaua Eli Head of Department Mathematics, Motufoua 
SS 

モトフォウア校数学主任（DOE
に出向中） 

【Motufoua Secondary School  モトフォウア中・高等学校】 

Mr. Mosese Halofaki Principal 学校長 

Mr. Siautele Lito Deputy Principal 副校長 

Mr. Neaki Letia Head of Department, Technology 技術科主任 

Mr. Pati Eka Acting Head of Department, Social Science 社会科主任代理 

Mr. Peteli Paulo Acting Head of Department, Science 科学科主任代理 

Ms. Loosa Naroba Graduate Teacher, Home Economics 家政科上級教員 

Mr. Tony Kwato Graduate Teacher, Mathematics 数学科上級教員 

Mr. Taniela Kepa Teacher, Agriculture 農業科教員 

Mr. Leotasi Kautu Teacher, Physical Education 体育科教員 

Ms. Lauto Tito Nurse, School Clinic 保健室付看護師 

Mr. Founuku Teatule Plumber, Maintenance Team メンテナンスチーム（給排水）

Mr. Vailele Vailele Mechanics, Maintenance Team  メンテナンスチーム（機械） 

【Ministry of Finance and Economic Planning  財務・経済計画省】 

Ms. Lototasi Morikao Senior Aid Advisor 上級援助アドバイザー 

Mr. Steohen Boland Budget Management Specialist 財政管理専門家 

【Office of the Prime Minister  首相府】 

Mr. Kazuyoshi Ogawa Development Policy Advisor 援助政策アドバイザー 

【Vaitupu Island Kaupule (Island Council)  バイトゥプ島カウプレ（島議会）】 

Mr. Silu Malaga Pule Kaupule 役長 

Mr. Lonataua Peia Secretary 秘書 

Mr. Viliame Slanapa Kaupule 役員 

Mr. Silo Timobi Kaupule 役員 

Mr. Pelusia Tauetia Kaupule 役員 
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【Fetuvalu Secondary School  フェツバル中・高等学校】 

Mr. Penehuro Hauma Principal 学校長 

【Tuvalu Augmented Foundation Program  ツバル拡大基礎プログラム】 

Ms. Petely Niuatui Coordinator コーディネーター 

【University of South Pacific Tuvalu Extension Center  USP ツバル分校】 

Ms. Fetagisi Titivalu Acting Campus Director 分校長代理 

【Tuvalu Electricity Corporation  ツバル電力公社】 

Mr. Mafalu Lotolua  General Manager 統括マネージャー 

Mr. Taeka Satupa Acting General Manger 統括マネージャー代理 

Mr. Tealu Chief mechanics/electrician, Vaitupu branch バイトゥプ支所主任技術者 

【Public Works Department, Ministry of Public Works and Energy  公共事業局】 

Mr. Ampelosa M. Tehulu Director 局長 

Mr.Gunter Kopke,  Engineer エンジニア 

Mr. Elekawa Tofinger Engineer エンジニア 

【Tuvalu Telecom Corporation  ツバル電話公社】 

Mr. Simeti Lopati General Manager 統括マネージャー 

【Department of Transportation, Ministry of Communication and Transportation  ツバル運輸局】 

Mr. Taasi Pitoi Director 局長 

【Department of Agriculture, Ministry of Natural Resource and Environment   ツバル農業局】 

Mr. Itaia Lausaveve Director 局長 

【Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment 環境局】 
Mr. Mataio T. Mataio Director 局長 

【AusAID オーストラリア援助庁】 
Mr. Noa Seru Program Manager  
   

ツバル国側関係機関 （現地調査 III－概要説明） 

【Ministry of Education, Youth and Sports  教育･青年・スポーツ省】 

Ms. Paulson Panapa Permanent Secretary  次官 

Ms. Katalina P. Taloka Director, Department of Education (DOE) 教育局長 

Mr. Siautele Lito Principal of Motufoua Secondary School モトフォウア校校長 

Mr. Michael Noa Senior Education Officer, DOE 教育局上級教育担当官 

【Office of the Prime Minister  首相府】 

Mr. Nobuaki Matsui Development Policy Advisor 援助政策アドバイザー 
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【Tuvalu Electricity Corporation  ツバル電力公社】 

Mr. Mafalu Lotolua  General Manager 統括マネージャー 

【Public Works Department, Ministry of Communication, Transport ＆ Public Utilities 公共事業局】

Ms. Orioliga Iosua Permanent Secretary  次官 

Mr. Ampelosa M. Tehulu Director 局長 

【Dept. of Environment, Min. of Foreign Affairs, External Trade, Environment & Tourism 環境局】 
Mr. Mataio T. Mataio Director 局長 

Mr. Solo Lotoala Assistant Biodiversity Officer 生物多様性担当補佐 
   

日本国側関係機関   

【在フィジー日本国大使館】 

吉澤 裕 特命全権大使  

槇 隆人 一等書記官  

辻村 幸弘 二等書記官  

【JICA フィジー事務所】 

佐々木 十一郎 所長  

三国 成晃 次長  

末兼 賢太郎 所員  
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4. 討議議事録（M/D） 
4-1 現地調査 I 
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4-2 現地調査 II 
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4-3 現地調査 III（概略設計概要説明） 

■ M/D 
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■ テクニカルノート 
 
 

 



 

A36 

 



 

A37 



 

A38 

 

 



 

A39 

 


	第３章 プロジェクトの内容
	3-2 協力対象事業の概略設計
	3-2-3 概略設計図
	3-2-4 施工計画／調達計画

	3-3 相手国側分担事業の概要
	3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画
	3-5 プロジェクトの概算事業費
	3-5-1 協力対象事業の概算事業費
	3-5-2 運営・維持管理費

	3-6 協力対象事業実施に当っての留意事項

	第４章 プロジェクトの妥当性の検証
	4-1 プロジェクトの前提条件
	4-1-1 事業実施のための前提条件
	4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件

	4-2 プロジェクトの評価
	4-2-1 妥当性
	4-2-2 有効性


	資料
	1 調査団員・氏名
	2 調査行程
	3 関係者（面談者）リスト
	4 討議議事録（M/D）




